技 術 サ ー ビ ス 契 約 書

　国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学（以下「甲」という。）及び＊＊＊＊株式会社（以下「乙」という。）とは、「＊＊＊＊＊＊＊＊」（以下「本技術」という。）に関する技術サービスについて、次のとおり契約する。

（定義）
第１条　本契約において「技術サービス」とは、試作に対する指導、試験・分析に対する指導、技術的助言等、又は乙の委託を受けて甲が実施する試作、試験、分析をいう。
２　本契約において「技術資産」とは、科学技術に関する知識及び情報並びに研究成果をいう。
３　本契約において「知的財産権」とは、知的財産権をいい、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、プログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権、ノウハウ並びにこれらに関する一切の権利及び国外における当該各権利に相当する権利を包含する。
　
（担当職員）
第２条　甲が乙に対して行う技術サービスの担当職員は、次のとおりとする。
　　また、うち、１名を技術サービス代表者とする。
　　　　（例）＊＊＊研究科　教授　　＊＊＊（技術サービス代表者）
＊＊＊研究科　准教授　＊＊＊

（技術サービス）
第３条　甲は、乙に対し甲所有の本技術を始めとする技術資産を利用して次の目的のために必要な技術サービスを行うものとする。
目的：○○○○の習得
２　 乙は、前項の技術サービスを受けるため、乙の職員を甲に派遣するものとする。

（対価と支払）
第４条　乙は、甲に対し第３条の技術サービスの対価（以下「技術サービス料」という。）として、以下に掲げる経費を負担する。
	区分
	金額

	直接経費
	金０００，０００円

	間接経費
	金０００，０００円

	
合計

	金０００，０００円
 （うち消費税額及び地方消費税額 
税率１０％ 金０００，０００円）


２ 　乙は技術サービス料を、甲の発行する請求書により、本契約締結日の翌々月末日までに納入しなければならない。　
３　 乙は所定の納入期限までに前項の技術サービス料を納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学債権管理細則第１１条第１項に定める割合で計算した延滞金を納入しなければならない。

（サービス期間等）
第５条　技術サービスの期間は、本契約締結日（または令和〇〇年〇〇月〇〇日）から令和＊＊年＊＊月＊＊日までとする。
　　２　本契約における適格請求書の取引年月日は、令和＊＊年＊＊月＊＊日とする。	Comment by Mitsuhiro Takeda: 第5条第１項の研究期間の末日と、同じ年月日を記入ください。

（秘密保持）
第６条  甲及び乙は、技術サービスの実施に当たり、相手方より開示又は提供を受けた技術上及び営業上の一切の情報のうち秘密である旨が表示された情報（以下「秘密情報」という。）について、甲及び乙以外の第三者に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一　開示を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二　開示を受けた際、既に公知となっている情報
三　開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
四　正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五　相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六　書面により事前に相手方の同意を得た情報
七　法令により開示が義務付けられている情報
２　前項の有効期間は、第５条第１項の本技術サービスの期間開始の日から技術サービス期間終了後又は中止、解除後３年間(以下｢秘密保持等期間｣という。)とする。ただし、甲乙協議の上、この秘密保持等期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
３　 甲及び乙は、相手方より開示又は提供を受けた秘密情報を本目的以外には使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。

（報告）
第７条　甲は乙に対し、技術サービスの評価・結果について、大学の業務遂行上必要と認めたときは、秘密保持のもとにその報告を求めることができる。
２　前項の有効期間は、第５条第１項の本技術サービス期間終了後３年間とする。

（技術サービスの成果）
第８条　技術サービスの成果及びその利用の結果について甲は責任を負わない。乙は、技術サービスの成果の利用について、甲を免責し甲に害を一切及ぼさないものとする。

（実施許諾）
第９条　乙が、甲が有する知的財産権の実施（以下「実施」といい、国内外を問わない。）をしようとするときは、甲と別に定める実施許諾契約を締結しなければならない。
２　本契約は、甲が、乙に対し、甲の有するいかなる知的財産権の譲渡も行うものではない。
　
（知的財産権の通知等）
第１０条　甲及び乙は、本技術サービスの実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通知しなければならない。
２　前項の場合においては、知的財産権の帰属、出願、実施、特許料等について別途甲乙誠実に協議して決定するものとする。

（暴力団等反社会的勢力の排除）
　第１１条　甲及び乙は、相手方に対し、本契約の締結時において、自己の代表者、役員又は実質的に経営を支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下｢暴力団等反社会的勢力｣という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
２　甲及び乙は、相手方が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。

（契約の解除）
第１２条　甲は、乙が第４条に規定する技術サービス料を期日までに納入しないときは、本契約を解除することができるものとし、乙の損害について甲はその責めを負わない。
　２　甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後３０日以内に是正されないときは本契
約を解除することができるものとする。
  　一　相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。
　　二　相手方が本契約に違反したとき。
３　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができる。

（損害賠償）
第１３条　甲及び乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、担当職員が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
２　甲又は乙が、第１２条第３項の規定により、本契約を解除した場合には、前項の規定にかかわらず当該解除を行った当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責を負わない。

（契約の中止）
第１４条　天災その他遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上本技術サービスを中止することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。

（技術サービス料の返還等）
第１５条　技術サービス料の返還等については、次の各号による。
一　本技術サービスを完了し、又は前条の規定により、本技術サービスを中止した場合において、第４条の規定により納入された技術サービス料の額に不用が生じた場合は、甲は乙に不用となった額を返還するものとする。
二　甲の責に帰する事由により期間満了前に契約終了となる場合、乙は、全額又は残額の返還を請求することができる。
三　乙の責に帰する事由により期間満了前に契約終了となる場合、未納分について、甲はその請求権を保持する。
四　甲及び乙の責に帰することができない事由により期間満了前に契約終了となる場合の返還、又は未納入額の納入については両者の協議により決定する。
２　第１２条第３項の規定により、甲が本契約を解除した場合には前項の規定にかかわらず乙が甲に対し第４条の規定により納入した技術サービス料の返還を甲に請求できない。

（有効期間）
第１６条　本契約の有効期間は、第５条第１項に定める期間とする。
２　前項の規定にかかわらず、第６条、第７条、第８条、第９条、第１０条、第１３条、第１４条及び第１８条の規定については、対象事項がすべて消滅するまで有効に存続するものとする。

（疑義）
第１７条　本契約の条項の解釈に疑義が生じたとき、本契約の条項を変更しようとするとき及び本契約に定めのない事項の取扱いについては、甲及び乙が協議の上決定するものとする。

（裁判管轄）
第１８条  本契約に関する訴えは、当該訴えの被告所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


　本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し甲・乙記名押印の上１通を保有する。

　令和　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川県能美市旭台一丁目１番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学　　長　　　寺　野　　稔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（適格請求書発行事業者登録番号T2220005004311）


○○県○○市○○町○丁目○番地
　　　　　　　　　　　　　　　 乙　 ○○○○株式会社
代表取締役社長 　○　○　○  ○



